
業務委託契約書（単価契約）（案） 

 

 

１ 業 務 名 令和８年度巡回型定期健康診断、特別健康診断（深夜業従事者）、特別健康診 

        断（鉛業務員）及び特別健康診断（潜水業務員）業務 

 

２ 履 行 場 所 発注者の指定する場所 

         業務仕様書別添１「所属別受診者一覧表」の巡回所属のとおり  

 

３ 契 約 内 容 

 (1)契約金額（消費税及び地方消費税を含む。） 

健 診 区 分 受診予定者数 回数 １人１回当たりの単価 

定期健康診断 40 歳未満、その他希望する職員 2,232 人 １回         円  

特別健康診断  深夜業従事者 1,880 人 １回             円 

特別健康診断  鉛業務員 18 人 ２回             円 

特別健康診断  潜水業務員 39 人 ２回             円 

 

 (2)履行期間   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託料限度額            円 

          

５ 契 約 保 証 金              

 

６ 特 約 事 項 

 (1) 発注者は、「４ 委託料限度額」の範囲内で、３の(1)の受診者１人当たりの単価に委託業務の 

  成果の数量を乗じて得た額を委託料として受注者に支払うものとする。 

   なお、当該委託料は、次に掲げる期間中の委託業務の成果に応じる額を分割して支払うものと 

  する。 

  ア 第１期 令和８年６月１日から令和８年９月 30 日まで 

  イ 第２期 令和８年 11 月２日から令和９年２月 26 日まで 

 (2) 業務委託契約約款（以下「約款」という。）第 28 条第４項、同条第６項、第 42 条第１号、第

45 条第２項及び第 48 条第１項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記「４ 委

託料限度額」と読み替えるものとする。 

 (3) 約款第３条第１項に定める業務工程表の提出は、同条第５項の規定により免除する。 

 (4) 約款第 30 条第１項に定める業務完了の通知並びに同条第３項及び第４項に定める成果物の引 

  渡しは、受注者が業務仕様書の 13 の(1)のイ及び(2)に定める各検査結果の報告書を発注者   

 に提出することをもって代えることとする。 

  (5) 約款第 30 条第２項に定める検査及び検査結果の通知については、前(4)で提出された報告書  

を確認後、口頭により連絡することをもって代えることとする。 

  (6) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙 

    条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その１通を所持

する。 

 

 令和  年  月  日 

 

                            発注者 広島市中区基町９番４２号 

     広島県 

     契約担当職員 広島県警察本部長 

森 本 敦 司 

 

                            受注者 


